


 

別紙「公定幅運賃の範囲の指定について」 

新 旧 

公    示 

公示第１１０号               

公定幅運賃の範囲の指定について 

 「公定幅運賃の範囲の指定方法等について」（平成２６年１月２７日付け公示

第７８号）に基づき、下記のとおり運賃の範囲を指定したので、公示する。 

 

   平成２６年２月２８日 

 

            北陸信越運輸局長 和迩 健二 

 

記 

１． 運賃の範囲 

   別表のとおりとする。 

 

２． 運賃適用地域 

  （１）新潟交通圏（新潟市Ａ（新潟市のうち、平成１７年３月２１日合併前

の新潟市及び平成１７年３月２１日に編入された旧豊栄市、旧中蒲原郡

亀田町の区域）、北蒲原郡聖籠町の区域） 

（２）長岡交通圏（長岡市Ａ（長岡市のうち、平成１７年４月１日合併前の

長岡市及び平成１７年４月１日に編入された旧三島郡越路町及び旧古志

郡山古志村の区域）） 

（３）上越交通圏（上越市Ａ（上越市のうち、平成１７年１月１日合併前の

上越市及び平成１７年１月１日に編入された旧中頸城郡頸城村・清里村

・板倉町・三和村及び旧西頸城郡名立町の区域）） 

公    示 

公示第１１０号               

公定幅運賃の範囲の指定について 

 「公定幅運賃の範囲の指定方法等について」（平成２６年１月２７日付け公示

第７８号）に基づき、下記のとおり運賃の範囲を指定したので、公示する。 

 

   平成２６年２月２８日 

 

            北陸信越運輸局長 和迩 健二 

 

記 

１． 運賃の範囲 

   別表のとおりとする。 

 

２． 運賃適用地域 

  （１）新潟交通圏（新潟市Ａ（新潟市のうち、平成１７年３月２１日合併前

の新潟市及び平成１７年３月２１日に編入された旧豊栄市、旧中蒲原郡

亀田町の区域）、北蒲原郡聖籠町の区域） 

（２）長岡交通圏（長岡市Ａ（長岡市のうち、平成１７年４月１日合併前の

長岡市及び平成１７年４月１日に編入された旧三島郡越路町及び旧古

志郡山古志村の区域）） 

（３）上越交通圏（上越市Ａ（上越市のうち、平成１７年１月１日合併前の

上越市及び平成１７年１月１日に編入された旧中頸城郡頸城村・清里村

・板倉町・三和村及び旧西頸城郡名立町の区域）） 



 

（４）新発田市Ａ（新発田市のうち、平成１５年７月７日合併前の新発田市

の区域） 

（５）柏崎市Ａ（柏崎市のうち、平成１７年５月１日合併前の柏崎市の区域） 

（６）長野交通圏（長野市Ａ（長野市のうち、平成１７年１月１日合併前の

長野市及び平成１７年１月１日に編入された旧更級郡大岡村、旧上水内

郡戸隠村・鬼無里村の区域）、千曲市、埴科郡の区域） 

（７）松本交通圏（松本市Ａ（松本市のうち、平成１７年４月１日合併前の

松本市及び平成１７年４月１日に編入された旧南安曇郡安曇村・奈川村

の区域並びに平成２２年３月３１日に編入された旧東筑摩郡波田町の区

域）、塩尻市Ａ（塩尻市のうち、平成１７年４月１日合併前の塩尻市の

区域）、東筑摩郡山形村・朝日村の区域） 

（８）上田市Ａ（上田市のうち、平成１８年３月６日に合併された旧上田市

の区域） 

（９）飯田市Ａ（飯田市のうち、平成１７年１０月１日合併前の飯田市の区

域） 

（10）富山交通圏（富山市の区域） 

（11）高岡・氷見交通圏（高岡市Ａ（高岡市のうち、平成１７年１１月１日

に合併された旧高岡市の区域）、射水市、氷見市の区域） 

（削除） 

 

（12）金沢交通圏（金沢市、白山市Ａ（白山市のうち、平成１７年２月１日

に合併された旧松任市、旧石川郡美川町・鶴来町の区域）、かほく市、

野々市市、河北郡の区域） 

（削除） 

 

 附 則 

１．本公示は、平成２６年２月２８日から適用する。 

２．別表の運賃は、平成２６年４月１日から適用する。 

（略） 

附 則（令和５年９月２５日付け公示第６８号で一部改正） 

    １．「１．運賃の範囲」の別表のうち「長岡交通圏」、「上越交通圏」、 

「新発田市Ａ」、「柏崎市Ａ」を改正。 

    ２．この公示は、令和５年９月２５日から適用する。 

３．別表の運賃は、令和５年１０月２５日から適用する。 

附 則（令和６年９月３０日付け公示第３６号で一部改正） 

    １．この公示は、令和６年１０月１日から適用する。 
 

（４）新発田市Ａ（新発田市のうち、平成１５年７月７日合併前の新発田市

の区域） 

（５）柏崎市Ａ（柏崎市のうち、平成１７年５月１日合併前の柏崎市の区域） 

（６）長野交通圏（長野市Ａ（長野市のうち、平成１７年１月１日合併前の

長野市及び平成１７年１月１日に編入された旧更級郡大岡村、旧上水内

郡戸隠村・鬼無里村の区域）、千曲市、埴科郡の区域） 

（７）松本交通圏（松本市Ａ（松本市のうち、平成１７年４月１日合併前の

松本市及び平成１７年４月１日に編入された旧南安曇郡安曇村・奈川村

の区域並びに平成２２年３月３１日に編入された旧東筑摩郡波田町の

区域）、塩尻市Ａ（塩尻市のうち、平成１７年４月１日合併前の塩尻市

の区域）、東筑摩郡山形村・朝日村の区域） 

（８）上田市Ａ（上田市のうち、平成１８年３月６日に合併された旧上田市

の区域） 

（９）飯田市Ａ（飯田市のうち、平成１７年１０月１日合併前の飯田市の区

域） 

（10）富山交通圏（富山市の区域） 

（11）高岡・氷見交通圏（高岡市Ａ（高岡市のうち、平成１７年１１月１日

に合併された旧高岡市の区域）、射水市、氷見市の区域） 

（12）砺波市Ｂ（砺波市Ｂ（砺波市のうち、平成１６年１１月１日に合併さ

れた旧東砺波郡庄川町の区域）、南砺市 

（13）金沢交通圏（金沢市、白山市Ａ（白山市のうち、平成１７年２月１日

に合併された旧松任市、旧石川郡美川町・鶴来町の区域）、かほく市、

野々市市、河北郡の区域） 

（14）南加賀交通圏（小松市、加賀市、能美市、能美郡の区域） 

   

 附 則 

１．本公示は、平成２６年２月２８日から適用する。 

２．別表の運賃は、平成２６年４月１日から適用する。 

（略） 

附 則（令和５年９月２５日付け公示第６８号で一部改正） 

    １．「１．運賃の範囲」の別表のうち「長岡交通圏」、「上越交通圏」、 

「新発田市Ａ」、「柏崎市Ａ」を改正。 

    ２．この公示は、令和５年９月２５日から適用する。 

３．別表の運賃は、令和５年１０月２５日から適用する。 

（新設） 
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(削除)
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(削除)
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